
組織・教員との関係性 本組織 共同研究 委託 補助（公募） 本人 共同研究 本組織 共同研究 委託 補助（公募） 本人 共同研究 本組織 共同研究 委託 補助（公募） 本人 共同研究 本組織 共同研究 委託 補助（公募）

○申請主体 大学
大学
（共同研究
先）

委託先
補助（公募）
先

教員
教員
（共同研究先）

高等専門
学校

高等専門学
校
（共同研究
先）

委託先
補助（公募）
先

教員
教員
（共同研究先）

専修学校（専門
課程）

専修学校（専門
課程）
（共同研究先）

委託先
補助（公募）
先

教員
教員
（共同研究先）

公益法人
公益法人
（共同研究
先）

委託先
補助（公募）
先

△調査票情報の提供を
受ける者以外で調査票
情報の取扱いに関する
業務の受託者

情報の取
扱い受託者

情報の取
扱い受託者

情報の取扱
い受託者

情報の取扱
い受託者

情報の取扱い受託者 情報の取扱い受託者
情報の取
扱い受託者

情報の取扱い
受託者

情報の取扱い
受託者

情報の取扱
い受託者

情報の取扱い受託者 情報の取扱い受託者
情報の取扱い受
託者

情報の取扱い受
託者

情報の取扱
い受託者

情報の取扱
い受託者

情報の取扱い受託者 情報の取扱い受託者
情報の取
扱い受託者

情報の取扱
い受託者

情報の取扱
い受託者

情報の取扱
い受託者

●提供の範囲としてポ
ジで書き得るもの①
（学術研究の発展に資
する判断として形式的
判断が可能）

・大学組織
として判断

・大学組織
として判断

・大学組織と
して判断して
委託

・大学組織と
して判断して
補助

・個人の研究者として
判断

・個人の研究者として
判断

・高等専門
学校組織と
して判断

・高等専門学
校組織として
判断

・高等専門学
校組織として
判断して委託

・高等専門学
校組織として
判断して補助

・個人の研究者として判
断

・個人の研究者として判
断

・専修学校（専門
課程）組織として
判断

・専修学校（専門
課程）組織として
判断

・専修学校
（専門課程）
組織として判
断して委託

・専修学校
（専門課程）
組織として判
断して補助

・個人の研究者として
判断

・個人の研究者として
判断

・公益法人
組織として
判断

・公益法人組
織として判断

・公益法人組
織として判断
して委託

・公益法人組
織として判断
して補助

●提供の範囲としてポ
ジで書き得るもの②
（学術研究の発展に資
する判断として形式的
判断がある程度可能）

－ － － －

＜組織としての裏書
きがある場合＞
・本務として所属する
大学の倫理委員会の
審査を経ていること
・本務として所属する
大学の学長又は学部
長の認証

＜組織としての裏書
きがある場合＞
・本務として所属する
大学の倫理委員会の
審査を経ていること
・本務として所属する
大学の学長又は学部
長の認証
・共同研究全体につ
いて関係大学等の裏
書き

－ － － －

＜組織としての裏書き
がある場合＞
・本務として所属する高
等専門学校の倫理委
員会の審査を経ている
こと
・本務として所属する高
等専門学校の校長の
認証

＜組織としての裏書き
がある場合＞
・本務として所属する高
等専門学校の倫理委
員会の審査を経ている
こと
・本務として所属する高
等専門学校の校長の
認証
・共同研究全体につい
て関係大学等の裏書き

－ － － －

＜組織としての裏書
きがある場合＞
・本務として所属する
専修学校の倫理委員
会の審査を経ている
こと
・本務として所属する
専修学校の校長の認
証

＜組織としての裏書
きがある場合＞
・本務として所属する
専修学校の倫理委員
会の審査を経ている
こと
・本務として所属する
専修学校の校長の認
証
・共同研究全体につ
いて関係大学等の裏
書き

－ － － －

●提供の範囲としてポ
ジで書くことが難しいも
の
（学術研究の発展に

資する実質的判断が必
要）

－ － － －

＜組織としての裏書
きがない場合＞
・本人が自らの研究
が学術研究の発展に
資することを証明
（例：査読付きの論文
等実績の証明、実績
のある大学教授によ
る認証等）

＜組織としての裏書
きがない場合＞
・本人又は共同研究
者が自らの研究が学
術研究の発展に資す
ることを証明
（例：査読付きの論文
等実績の証明、実績
のある大学教授によ
る認証等）

－ － － －

＜組織としての裏書き
がない場合＞
・本人が自らの研究が
学術研究の発展に資す
ることを証明
（例：査読付きの論文等
実績の証明、実績のあ
る大学教授による認証
等）

＜組織としての裏書き
がない場合＞
・本人又は共同研究者
が自らの研究が学術研
究の発展に資すること
を証明
（例：査読付きの論文等
実績の証明、実績のあ
る大学教授による認証
等）

－ － － －

＜組織としての裏書
きがない場合＞
・本人が自らの研究
が学術研究の発展に
資することを証明
（例：査読付きの論文
等実績の証明、実績
のある大学教授によ
る認証等）

＜組織としての裏書
きがない場合＞
・本人又は共同研究
者が自らの研究が学
術研究の発展に資す
ることを証明
（例：査読付きの論文
等実績の証明、実績
のある大学教授によ
る認証等）

－ － － －

※二次的利用（オー
ダーメード集計、匿名
データの提供）の実績

☆適正管理義務の主
体①（法人等）

・当該大学

・当該大学
・共同研究
先（他大
学、民間企
業等）

・委託先（民
間企業等）

・補助先（民
間企業等）

－
・共同研究先（他大
学、民間企業等）

・当該高等
専門学校

・当該高等専
門学校
・共同研究先
（大学、民間
企業等）

・委託先（民間
企業等）

・補助先（民
間企業等）

－
・共同研究先（大学、民
間企業等）

・当該専修学校
・当該専修学校
・共同研究先（大
学、民間企業等）

・委託先（民
間企業等）

・補助先（民
間企業等）

－
・共同研究先（大学、
民間企業等）

・当該公益
法人

・当該公益法
人
・共同研究先
（大学、民間
企業等）

・委託先（民
間企業等）

・補助先（民
間企業等）

☆適正管理義務の主
体②（その他（個人））

－

・共同研究
先（大学に
所属する教
員、民間企
業の研究
者等）

・委託先（大
学に所属す
る教員、民
間企業の研
究者等）

・補助先（大
学に所属す
る教員、民間
企業の研究
者等）

・当該教員
・共同研究先（大学に
所属する教員、民間
企業の研究者等）

－

・共同研究先
（大学に所属
する教員、民
間企業の研
究者等）

・委託先（大学
に所属する教
員、民間企業
の研究者等）

・補助先（大
学に所属する
教員、民間企
業の研究者
等）

・当該教員
・共同研究先（大学に所
属する教員、民間企業
の研究者等）

－

・共同研究先（大
学に所属する教
員、民間企業の
研究者等）

・委託先（大
学に所属す
る教員、民間
企業の研究
者等）

・補助先（大
学に所属す
る教員、民間
企業の研究
者等）

・当該教員
・共同研究先（大学に
所属する教員、民間
企業の研究者等）

－

・共同研究先
（大学に所属
する教員、民
間企業の研
究者等）

・委託先（大
学に所属する
教員、民間企
業の研究者
等）

・補助先（大
学に所属す
る教員、民間
企業の研究
者等）

改正規則案
第19条第１項第１号イ
(1)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

同(2) ○ ○ ○ ○ ○ ○

同(3) ○ ○ ○ ○

同(4)
＜組織としての裏書
きがない場合＞

＜組織としての裏書
きがない場合＞

＜組織としての裏書き
がない場合＞

＜組織としての裏書き
がない場合＞

＜組織としての裏書
きがない場合＞

＜組織としての裏書
きがない場合＞

あり あり あり

種別

名称

なし なしなし なし

組織 教員 組織

専修学校（専門課程）高等専門学校大学

公益法人（公益社団法人又は公益財団法人）

組織 教員 組織 教員

統計法第33条の２第１項の規定による調査票情報の提供範囲についての整理表

高等教育機関

資料３

1



大学等の組織と所属する教員について 
 

種別 高等教育機関 公益法人 
大学 高等専門学校 専修学校（専門課程） 

  
 組織 

 
教員 
［本務教員の学歴（大
学）：博士課程 54.4％、
修士課程 21.5％、大学
18.1％（平成 28 年学校
教員統計調査）］ 
［本務教員の学歴（短
大）：博士課程 24.1％、
修士課程 37.6％、大学
24.8％ （平成 28 年学
校教員統計調査）］ 
 
※本務教員＝当該学校に籍

のある常勤教員（高等専門学

校及び専修学校も同じ） 

組織 
 

教員 
［本務教員の学歴：博士課
程 62.3 ％ 、 修 士 課 程
28.7％、大学 6.3％ （平
成 28 年学校教員統計調
査）］ 

組織 
 

教員 
［本務教員の学歴：博
士課程 2.7％、修士課程
7.6％、大学 34.7％、専
修学校 42.7％ ※専修
学校全体の数値 （平
成 28 年学校教員統計
調査） 
専修学校全体の本務教
員数（41,152 人）のう
ち専門課程の本務教員
数（37,384 人）の割合：
90.8％］ 

目的、授

与する学

位、教員

の資格等 

●学校教育法(昭和二十二
年法律第二十六号) 
第八十三条 大学は、学術
の中心として、広く知識を
授けるとともに、深く専門
の学芸を教授研究し、知
的、道徳的及び応用的能力
を展開させることを目的と
する。 
２ 大学は、その目的を実
現するための教育研究を行
い、その成果を広く社会に
提供することにより、社会
の発展に寄与するものとす
る。 
 
第百四条 大学（専門職大
学及び第百八条第二項の大
学（以下この条において「短
期大学」という。）を除く。
以下この項及び第七項にお
いて同じ。）は、文部科学大
臣の定めるところにより、
大学を卒業した者に対し、
学士の学位を授与するもの
とする。 
２ 専門職大学は、文部科
学大臣の定めるところによ
り、専門職大学を卒業した
者（第八十七条の二第一項
の規定によりその課程を前
期課程及び後期課程に区分
している専門職大学にあつ
ては、前期課程を修了した
者を含む。）に対し、文部科
学大臣の定める学位を授与
するものとする。 
３ 大学院を置く大学は、
文部科学大臣の定めるとこ
ろにより、大学院（専門職大
学院を除く。）の課程を修了
した者に対し修士又は博士
の学位を、専門職大学院の
課程を修了した者に対し文
部科学大臣の定める学位を
授与するものとする。 
４ 大学院を置く大学は、
文部科学大臣の定めるとこ
ろにより、前項の規定によ
り博士の学位を授与された

●大学設置基準（昭和三
十一年文部省令第二十八
号） 
第十三条の二 （略：学長
の資格） 
（教授の資格） 
第十四条 教授となるこ
とのできる者は、次の各
号のいずれかに該当し、
かつ、大学における教育
を担当するにふさわしい
教育上の能力を有すると
認められる者とする。 
一 博士の学位（外国に
おいて授与されたこれに
相当する学位を含む。）を
有し、研究上の業績を有
する者 
二 研究上の業績が前号
の者に準ずると認められ
る者 
三 学位規則（昭和二十
八年文部省令第九号）第
五条の二に規定する専門
職学位（外国において授
与されたこれに相当する
学位を含む。）を有し、当
該専門職学位の専攻分野
に関する実務上の業績を
有する者 
四 大学において教授、
准教授又は専任の講師の
経歴（外国におけるこれ
らに相当する教員として
の経歴を含む。）のある者 
五 芸術、体育等につい
ては、特殊な技能に秀で
ていると認められる者 
六 専攻分野について、
特に優れた知識及び経験
を有すると認められる者 
第 十 五 条 ～ 第 十 七 条 
（略：准教授、講師、助教、
助手の資格） 

●学校教育法(昭和二十
二年法律第二十六号) 
第百十五条 高等専門学
校は、深く専門の学芸を
教授し、職業に必要な能
力を育成することを目的
とする。 
２ 高等専門学校は、そ
の目的を実現するための
教育を行い、その成果を
広く社会に提供すること
により、社会の発展に寄
与するものとする。 
 
第百二十一条 高等専門
学校を卒業した者は、準
学士と称することができ
る。 
第百二十二条 高等専門
学校を卒業した者は、文
部科学大臣の定めるとこ
ろにより、大学に編入学
することができる。 

●高等専門学校設置基準（昭
和三十六年文部省令第二十
三号） 
（校長の資格） 
第十の三 （略） 
（教授の資格） 
第十一条 教授となること
のできる者は、次の各号のい
ずれかに該当し、かつ、高等
専門学校における教育を担
当するにふさわしい教育上
の能力を有すると認められ
る者とする。 
一 博士の学位（外国におい
て授与されたこれに相当す
る学位を含む。）を有する者 
二 学位規則（昭和二十八年
文部省令第九号）第五条の二
に規定する専門職学位（外国
において授与されたこれに
相当する学位を含む。）を有
し、当該専門職学位の専攻分
野に関する業務についての
実績を有する者 
三 大学（短期大学を含む。
以下同じ。）又は高等専門学
校において教授、准教授又は
専任の講師の経歴（外国にお
けるこれらに相当する教員
としての経歴を含む。）のあ
る者 
四 学校、研究所、試験所、
調査所等に在職し、教育若し
くは研究に関する実績を有
する者又は工場その他の事
業所に在職し、技術に関する
業務についての実績を有す
る者 
五 特定の分野について、特
に優れた知識及び経験を有
すると認められる者 
六 前各号に掲げる者と同
等以上の能力を有すると文
部科学大臣が認めた者 
第十二条～第十四条 （略：
准教授、講師、助教、助手の
資格） 

●学校教育法(昭和二十二年法律第二十六
号) 
第百二十四条 第一条に掲げるもの以外の
教育施設で、職業若しくは実際生活に必要
な能力を育成し、又は教養の向上を図るこ
とを目的として次の各号に該当する組織的
な教育を行うもの（当該教育を行うにつき
他の法律に特別の規定があるもの及び我が
国に居住する外国人を専ら対象とするもの
を除く。）は、専修学校とする。 
一 修業年限が一年以上であること。 
二 授業時数が文部科学大臣の定める授業
時数以上であること。 
三 教育を受ける者が常時四十人以上であ
ること。 
 
第百二十七条 専修学校は、国及び地方公
共団体のほか、次に該当する者でなければ、
設置することができない。 
一 専修学校を経営するために必要な経済
的基礎を有すること。 
二 設置者（設置者が法人である場合にあ
つては、その経営を担当する当該法人の役
員とする。次号において同じ。）が専修学校
を経営するために必要な知識又は経験を有
すること。 
三 設置者が社会的信望を有すること。 
 
●専修学校の専門課程の修了者に対する専
門士及び高度専門士の称号の付与に関する
規程（平成六年六月二十一日文部省告示第
八十四号 最新改正：平成二十四年三月三
十日文部科学省告示第七十号） 
第二条 学校教育法（昭和二十二年法律第
二十六号）第百二十四条に規定する専修学
校の同法第百二十五条第一項に規定する専
門課程（次条において「専修学校専門課程」
という。）の課程で、次に掲げる要件を満た
すと文部科学大臣が認めるものを修了した
者は、専門士と称することができる。 
一 修業年限が二年以上であること。 
二 全課程の修了の要件が、次の表上覧に
掲げる学科の区分に応じ、同表下欄に掲げ
るものであること。  
表（略） 
三 試験等により成績評価を行い、その評
価に基づいて課程修了の認定を行っている
こと。 
四 次条の規定により認められた課程でな
いこと。  

●専修学校設置基準（昭
和五十一年文部省令第二
号） 
（教員の資格） 
第四十一条 専修学校の
専門課程の教員は、次の
各号の一に該当する者で
その担当する教育に関
し、専門的な知識、技術、
技能等を有するものでな
ければならない。 
一 専修学校の専門課程
を修了した後、学校、専修
学校、各種学校、研究所、
病院、工場等（以下「学校、
研究所等」という。）にお
いてその担当する教育に
関する教育、研究又は技
術に関する業務に従事し
た者であつて、当該専門
課程の修業年限と当該業
務に従事した期間とを通
算して六年以上となる者 
二 学士の学位を有する
者にあつては二年以上、
短期大学士の学位又は準
学士の称号を有する者に
あつては四年以上、学校、
研究所等においてその担
当する教育に関する教
育、研究又は技術に関す
る業務に従事した者 
三 高等学校（中等教育
学校の後期課程を含む。）
において二年以上主幹教
諭、指導教諭又は教諭の
経験のある者 
四 修士の学位又は学位
規則（昭和二十八年文部
省令第九号）第五条の二
に規定する専門職学位を
有する者 
五 特定の分野につい
て、特に優れた知識、技
術、技能及び経験を有す
る者 
六 その他前各号に掲げ
る者と同等以上の能力が
あると認められる者 
 

●公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
（平成十八年法律第四十九号） 
（公益認定の基準） 
第五条 行政庁は、前条の認定（以下「公益認定」という。）
の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる
基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認
定をするものとする。 
一 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであ
ること。 
二 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的
能力を有するものであること。 
三 その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、
使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別
の利益を与えないものであること。 
四 その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業
を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を
行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別
の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公
益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために
寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この
限りでない。 
五 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益
法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとし
て政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害
するおそれのある事業を行わないものであること。 
六 その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に
係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えな
いと見込まれるものであること。 
七 公益目的事業以外の事業（以下「収益事業等」という。）
を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的
事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 
八 その事業活動を行うに当たり、第十五条に規定する公
益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるもの
であること。 
九 その事業活動を行うに当たり、第十六条第二項に規定
する遊休財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれ
るものであること。 
十 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等
内の親族（これらの者に準ずるものとして当該理事と政令
で定める特別の関係がある者を含む。）である理事の合計数
が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事
についても、同様とする。 
十一 他の同一の団体（公益法人又はこれに準ずるものと
して政令で定めるものを除く。）の理事又は使用人である者
その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政
令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一
を超えないものであること。監事についても、同様とする。 
十二 会計監査人を置いているものであること。ただし、毎
事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額
その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基
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者と同等以上の学力がある
と認める者に対し、博士の
学位を授与することができ
る。 
５ 短期大学（専門職短期
大学を除く。以下この項に
おいて同じ。）は、文部科学
大臣の定めるところによ
り、短期大学を卒業した者
に対し、短期大学士の学位
を授与するものとする。 
６ 専門職短期大学は、文
部科学大臣の定めるところ
により、専門職短期大学を
卒業した者に対し、文部科
学大臣の定める学位を授与
するものとする。 
７ 独立行政法人大学改革
支援・学位授与機構は、文部
科学大臣の定めるところに
より、次の各号に掲げる者
に対し、当該各号に定める
学位を授与するものとす
る。 
一 短期大学（専門職大学
の前期課程を含む。）若しく
は高等専門学校を卒業した
者（専門職大学の前期課程
にあつては、修了した者）又
はこれに準ずる者で、大学
における一定の単位の修得
又はこれに相当するものと
して文部科学大臣の定める
学習を行い、大学を卒業し
た者と同等以上の学力を有
すると認める者 学士 
二 学校以外の教育施設で
学校教育に類する教育を行
うもののうち当該教育を行
うにつき他の法律に特別の
規定があるものに置かれる
課程で、大学又は大学院に
相当する教育を行うと認め
るものを修了した者 学
士、修士又は博士 
８ 学位に関する事項を定
めるについては、文部科学
大臣は、第九十四条の政令
で定める審議会等に諮問し
なければならない。 

第三条 
 専修学校専門課程の課程で、次に掲げる
要件を満たすと文部科学大臣が認めるもの
を修了した者は、高度専門士と称すること
ができる。 
一 修業年限が四年以上であること。 
二 全課程の修了の要件が、次の表上覧に
掲げる学科の区分に応じ、同表下欄に掲げ
るものであること。 
表（略） 
三 体系的に教育課程が編成されているこ
と。 
四 試験等により成績評価を行い、その評
価に基づいて課程修了の認定を行っている
こと。  
 
 

 準に達しない場合は、この限りでない。 
十三 その理事、監事及び評議員に対する報酬等（報酬、賞
与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び
退職手当をいう。以下同じ。）について、内閣府令で定める
ところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給
与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に
高額なものとならないような支給の基準を定めているもの
であること。 
十四 一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当する
ものであること。 
イ 社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、
不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付
していないものであること。 
ロ 社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行
使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社
員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定め
が次のいずれにも該当するものであること。 
（１） 社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、
不当に差別的な取扱いをしないものであること。 
（２） 社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提
供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行
わないものであること。 
ハ 理事会を置いているものであること。 
十五 他の団体の意思決定に関与することができる株式そ
の他の内閣府令で定める財産を保有していないものである
こと。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動
を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める
場合は、この限りでない。 
十六 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があ
るときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、
必要な事項を定款で定めているものであること。 
十七 第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益
認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消
滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であ
るときを除く。）において、公益目的取得財産残額（第三十
条第二項に規定する公益目的取得財産残額をいう。）がある
ときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消し
の日又は当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的
とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しく
は地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであ
ること。 
イ 私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に
規定する学校法人 
ロ 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二十二条
に規定する社会福祉法人 
ハ 更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）第二条第六
項に規定する更生保護法人 
ニ 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条
第一項に規定する独立行政法人 
ホ 国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第
一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大
学共同利用機関法人 
ヘ 地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二
条第一項に規定する地方独立行政法人 
ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして
政令で定める法人 
十八 清算をする場合において残余財産を類似の事業を目
的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる
法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で
定めているものであること。 
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